
多目的ふれあい交流施設（遊楽館）

室名
午前９時から
午後１時まで

午後１時から
午後５時まで

午後５時から
午後９時まで

全日

８，１００円 ８，１００円 １０，８００円 ２７，０００円

１，０００円以下 １２，６００円 １２，６００円 １６，８００円 ４２，０００円

１，０００円を超え
３，０００円以下

１８，０００円 １８，０００円 ２４，０００円 ６０，０００円

３，０００円を超える
場合

２３，４００円 ２３，４００円 ３１，２００円 ７８，０００円

２３，４００円 ２３，４００円 ３１，２００円 ７８，０００円

１，２００円 １，２００円 １，６００円 ４，０００円

５８０円 ５８０円 ７９０円 １，９５０円

５８０円 ５８０円 ７９０円 １，９５０円

３６０円 ３６０円 ４８０円 １，２００円

室名
午前９時から
午後１時まで

午後１時から
午後５時まで

午後５時から
午後９時まで

全日

６，３００円 ６，３００円 ８，４００円 ２１，０００円

営利を目的としない場
合

１４，１００円 １４，１００円 １８，８００円 ４７，０００円

営利を目的とする場合 ４７，１００円 ４７，１００円 ６２，８００円 １５７，０００円

１２，９００円 １２，９００円 １７，２００円 ４３，０００円

９４，５００円 ９４，５００円 １２６，０００円 ３１５，０００円

　備考
　　１　「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他これらに類する料金を徴収する場合をいう。入場料の額に段階があるときは、その最高額をもって、本表中の入場料の額とする。
　　２　使用時間の各時間区分に満たない場合でも、時間区分どおり使用したものとする。
　　３　アリーナの床面積のうち一部（半面又は３分の１）を貸切使用する場合の使用料額は、本表中の該当使用料額に使用床面積の割合を乗じて得た額とする。
　　４　使用時間が本表に定める使用時間帯を超える場合又は繰り上げて使用する場合の１時間当たりの使用料額は、本表中の該当使用料額を１時間当たりに換算した額とする。
　　５　本表に規定がない場合における施設内営業行為に対して使用を許可された場合は有料とする。その場合の使用料額は、１時間当たり１，０００円とする。
　　６　土日祝日にアリーナを貸切利用する場合の使用料については、当該使用料の２０パーセントに相当する額を加算した金額とする。
　　７　アリーナを準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、当該使用料に５０パーセントを乗じて得た額とする。
　　８　使用料に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

１，５００円

小・中・高校生

一般使用

アリーナ

中・高校生

一般使用トレーニング室

１人１回 ７０円

回数券（１１回使用分） ７００円

一般・学生

１人１回 １５０円

回数券（１１回使用分）

貸切使用

入場料を徴収しない場
合

アマチュアスポーツの競技会等に使用する場
合

その他の催物に使用す
る場合

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ、その他の催物で営利を
目的としない場合

営利を目的とする場合

１人１回 ７０円

回数券（１１回使用分） ７００円

一般・学生

１人１回 １５０円

回数券（１１回使用分） １，５００円

使用区分＼日時区分

使用区分＼日時区分

ホール

入場料を徴収しない場合

営利を目的とする場合（商品等の販売・宣伝
等）

リハーサル室

楽屋兼練習室１

楽屋兼練習室２

楽屋３

入場料を徴収する場合

備考
　　１　「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他これらに類する料金を徴収する場合をいう。入場料の額に段階があるときは、その最高額をもって、本表中の入場料の額とする。
　　２　使用時間の各時間区分に満たない場合でも、時間区分どおり使用したものとする。
　　３　使用時間が本表に定める使用時間帯を超える場合又は繰り上げて使用する場合の１時間当たりの使用料額は、本表中の該当使用料額を１時間当たりに換算した額とする。
　　４　本表に規定がない場合における施設内営業行為に対して使用を許可された場合は有料とする。その場合の使用料額は、１時間当たり１，０００円とする。
　　５　ホールを準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、当該使用料に５０パーセントを乗じて得た額とする。
　　６　使用料に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。


